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 各市町村教育委員会学校給食担当主管課長 

 各 教 育 事 務 所 長          

 学 校 給食 を 実 施 す る 各県 立 学 校 長 

 

 

                   埼玉県教育局県立学校部保健体育課長 

 

 

学校給食衛生管理基準の取扱いについて 

 

 日頃、学校給食の安全な実施について、御尽力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 このたび、文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課から、学校給食衛生管理

基準の取扱いについて、別添写しのとおり通知がありました。 

 ついては、大量調理施設マニュアルの改正の趣旨を踏まえ、学校給食における衛

生管理の徹底を図ってくださるようお願いします。 

 また、市町村教育委員会におかれましては、貴管内各学校及び共同調理場にもお

知らせくださるようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 保健体育課学校給食担当 松岡 

電 話 ０４８（８３０）６９６８ 

E-mail  a6960-05@pref.saitama.lg.jp 
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